
日時 

場所 

  １ 開  会

茨城県土浦合同庁舎 本庁舎
第１会議室

第572回 霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会

次  第

（３）第16期海面利用協議会霞ケ浦北浦海区部会の結果について【報告】

（５）その他

（２）うなぎ筒漁業について【委員会指示】

  ４ 出席委員数の報告

午前１０時から

  ５ 議事録署名人の選出

  ２ 挨  拶

  ３ 議長の選出

  6 議 題 等 

茨城県土浦市真鍋５－１７－２６

（１）いさざ・ごろひき網漁業の許可の制限措置及び申請すべき期間並びに許可の基準に
  ついて【諮問】

令和７年１１月２１日（金）

（４）全漁調連東日本ブロック会議の開催結果について【報告】

  7 閉  会
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（別紙１） 

 

許可の更新に伴う小型機船底びき網漁業のうち手繰第１種漁業の制限措置等の公示 

 

漁業法（昭和24年法律第267号）第58条において読み替えて準用する同法第42条第１項の規定に基づ

き、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則（令和２年茨城県規則第75号。以下「規則」という。）第４条第

１項に掲げる小型機船底びき網漁業のうち手繰第１種漁業につき、規則第11条第１項の規定により、その

許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他の制限措置並びに許可又は起業の認可

を申請すべき期間を次のように定める。 

 

第１ 小型機船底びき網漁業 

１ 制限措置 

(1) 漁業種類 

手繰第１種漁業(いさざ・ごろひき網漁業) 

(2) 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 

下表のとおり 

(3) 船舶の総トン数 

2.5トン以下 

(4) 推進機関の馬力数 

80キロワット以下 

(5) 操業区域 

下表のとおり 

(6) 漁業時期 

４月１日から翌年１月20日まで 

(7) 漁業を営む者の資格 

操業区域に接する地区（市町村区域内の町若しくは字の区域）に事務所を有する漁業協同組合に所

属する者、又は、操業区域に接する地区に主たる住所を有する者 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

 令和７年12月４日から令和８年１月９日まで 

３ 備考 

 (1) 当該漁業の許可の有効期間は、令和８年３月１日から令和13年２月28日までとする。 

(2) 当該漁業の許可に関する取扱いについては、規則に定めるもののほか、別に定める取扱方針による

こととする。 

 

操業区域 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数 

霞ヶ浦 44隻 

北浦及び外浪逆浦 ９隻 
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（別紙２） 

 

許可の基準 

 

茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則（令和２年茨城県規則第75号。以下「規則」という。）第11条第５

項の規定による許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が同条第１項の規定により公示した船舶等の数を

超える場合の基準をそれぞれ次のように定める。 

 

第１ 小型機船底びき網漁業のうち手繰第１種漁業（いさざ・ごろひき網漁業） 

１ 規則第11条第５項の規定による許可の基準について、許可等の優先順位は、次の順序によるものとす

る。 

(1) 申請期間の１日目において、当該漁業の許可を有する者 

(2) 申請期間の１日目において、当該漁業の起業の認可を有する者 

(3) 前２号に掲げる者以外の者 

２ 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。 

(1) 申請期間の１日目以前３年以内において、当該漁業の操業実績を有する者 

(2) 前号に掲げる者以外の者 

３ 前２項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。 

(1) 申請期間の１日目において、当該漁業以外の許可を有する者 

(2) 前号に掲げる者以外の者 

４ 前３項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。 

(1) 申請期間の１日目以前３年以内において、当該漁業以外の操業実績を有する者 

(2) 前号に掲げる者以外の者 

５ 前４項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。 

(1) 所属する漁業協同組合長の推薦を有する者 

(2) 前号に掲げる者以外の者 

６ 前各項の規定により同順位の者がある場合においては、規則第11条第６項の規定に基づく方法により

許可等をする者を定める。  

７ 第２項第１号及び第４項第１号の規定において、「操業実績を有する者」とは、本人が許可受有者又は

漁業権行使者として漁業を営む者をいう。 

 



テキストボックス
　 資料１(参考)




小型機船底びき網漁業のうち手繰第１種漁業(いさざ・ごろひき網漁業) 
の許可等に関する取扱方針（改正案） 

 
(趣旨) 

第１ 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和 38 年農林省令第５号)第 70 条第２号の規
定による小型機船底びき網漁業のうち手繰第１種漁業(いさざ・ごろひき網漁業)(以下
「当該漁業」という。)の許可又は起業の認可(以下「許可等」という。)については、茨
城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則(令和２年茨城県規則第 75 号。以下「規則」という。)
の規定によるほか、この方針の定めるところによる。 

 
(許可等についての適格性)  

第２ 規則第 10 条第１項第１号の漁業又は労働に関する法令の遵守について、行政手続法
(平成５年法律第 88 号)第 12 条第１項に規定する処分基準は、別に定める。 

 
(制限措置)  

第３ 規則第 11 条第１項の規定による制限措置は、次のとおりとする。 
(１) 漁業種類 

手繰第１種漁業(いさざ・ごろひき網漁業) 
(２) 許可等をすべき船舶等の数 

漁業調整上及び水産動物の繁殖保護上支障がないと認める範囲内で別に定める数と
する。 

(３) 船舶の総トン数 
2.5 トン以下とする。 

(４) 推進機関の馬力数 
80 キロワット以下とする。 

(５) 操業区域 
次のうちのいずれかとする。 
ア 霞ヶ浦 
イ 北浦及び外浪逆浦 

(６) 漁業時期 
４月１日から翌年１月 20 日までとする。 

(７) 漁業を営む者の資格 
操業区域に接する地区（市町村区域内の町若しくは字の区域）に事務所を有する漁

業協同組合に所属する者、又は、操業区域に接する地区に主たる住所を有する者とす
る。 

 
(許可の基準) 

第４ 規則第 11 条第５項の規定による許可の基準について、許可等の優先順位は次の順序
によるものとする。 
(１) 申請期間の１日目において、当該漁業の許可を有する者 
(２) 申請期間の１日目において、当該漁業の起業の認可を有する者 
(３) 前２号に掲げる者以外の者 

２ 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。 
(１) 申請期間の１日目以前３年以内において、当該漁業の操業実績を有する者 
(２) 前号に掲げる者以外の者 

３ 前２項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。 
(１) 申請期間の１日目において、当該漁業以外の許可を有する者 
(２) 前号に掲げる者以外の者 

４ 前３項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。 
(１) 申請期間の１日目以前３年以内において、当該漁業以外の操業実績を有する者 
(２) 前号に掲げる者以外の者 

５ 前４項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。 
(１) 所属する漁業協同組合長の推薦を有する者 
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(２) 前号に掲げる者以外の者 
６ 前各項の規定により同順位の者がある場合においては、規則第 11 条第６項の規定に基

づく方法により許可等をする者を定める。  
７ 第２項第１号及び第４項第１号の規定において、「操業実績を有する者」とは、本人が

許可受有者又は漁業権行使者として漁業を営む者をいう。 
 

(継続許可)  
第５ 当該漁業は、規則第 14 条第１項第１号の規定による継続許可の対象としない。 
 

(承継許可)  
第６ 当該漁業は、規則第 14 条第１項第４号の規定による承継許可の対象とする。 
 

(有効期間中の許可) 
第７ 当該漁業の許可の有効期間の途中において、水産資源の保護培養上及び漁業調整上支

障がないと認められる範囲内で、新たな許可をすることができるものとする。 
２ 当該漁業の許可の有効期間は、規則第１５条第１項の規定により５年とする。ただし、

前項の規定により、新たに当該漁業の許可をする場合は、当該漁業の許可の有効期間が
同一の期日に満了するよう定めるものとする。 
 

(許可等の条件) 
第８ 規則第 13 条第 1 項による許可等の条件は、次のとおりとする。   

(１) 綱巻機用動力源として漁船推進機関を使用してはならない。 
(２) 毎週日曜日及び水曜日の２日間は操業してはならない。 

ただし、４月１日が日曜日又は水曜日の場合は、４月１日についてのみこの限りで
はない。 

(３) 操業時間は日の出から日没までとする。 
(４) 横びき漁法以外の漁法により操業してはならない。 

 
(資源管理の状況等の報告)  

第９ 当該漁業の許可を受けた者は、規則第 21 条の規定により、毎年３月 31 日までに資源
管理の状況等を別記様式により知事に報告しなければならない。 

 
付 則 

１ この方針は、令和２年 12 月１日から施行する。 
 

付 則 
この方針は、令和４年７月 28 日から施行する。 

 
 付 則 
この方針は、令和７年 月 日から施行する。 
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指 示（案） 

 

 

霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会指示第 号 

 

 霞ケ浦北浦海区におけるうなぎの採捕を目的とするうなぎ筒漁業について、漁業法（昭和24年法律

第267号）第120条第１項の規定に基づき次のとおり指示する。 

 

   令和７年 月 日 

 

                              霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会 

                                                      会 長  鈴 木 幸 雄 

 

（定義） 

１ この指示において、うなぎ筒漁業とは、うなぎ筒（縄を結着させた筒状の物全般）を用いて、う

なぎ等を採捕する漁業をいう。 

 

（操業の承認） 

２ 霞ケ浦北浦海区において、うなぎ筒漁業(以下「本漁業」という。）を操業しようとする者は、令

和８年２月末日までに別に定める取扱要領により霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会（以下「委員会」

という。）の承認を受けなければならない。ただし、試験研究又は教育実習のために行う場合であっ

て、委員会が適当と認めた場合は、この限りでない。 

 

（承認対象者） 

３ 承認の対象となる者は、委員会が特に認めた者とする。 

 

（承認数） 

４ 承認数は次の各号を上限とする。 

⑴ 霞ヶ浦で操業する者        １４９人 

⑵ 北浦及び外浪逆浦で操業する者    ７５人 

 

（操業区域） 

５ 霞ヶ浦又は北浦及び外浪逆浦 

 

（操業期間） 

６ 本漁業の操業期間は、４月１日から12月31日までとする。 

 

（制限又は条件） 

７ 本漁業の制限又は条件は次のとおりとする。 

⑴ 操業禁止区域 
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操業禁止区域については、次のとおりとする。 

ア．霞ヶ浦 

別に定める区域（承認を受けた者が帰属する地先漁場）を除く第２種共同漁業権漁場。ただし、

第２種共同漁業権を有する漁業協同組合の了解が得られている場合はこの限りでない。 

イ．北浦及び外浪逆浦 

別に定める区域（承認を受けた者が帰属する地先漁場）を除く第２種共同漁業権漁場 

⑵ うなぎ筒の設置上限数 

使用するうなぎ筒の数量については、次のとおりとする。 

ア．霞ヶ浦 1,300束以内（１束で用いるうなぎ筒の本数は３本以内） 

イ．北浦及び外浪逆浦 500束以内（１束で用いるうなぎ筒の本数は３本以内） 

⑶ うなぎ筒の設置の禁止 

 うなぎ筒の設置については、次のとおりとする。 

ア． 霞ヶ浦 

(ア) 他の船舶の航行及び操業を妨げるように漁具を設置してはならない。 

(イ) 養殖施設の周囲 50 メートル以内又は他者の漁具若しくは陸上の構造物等に管理者又は

所有者の断りなく漁具を設置してはならない。 

  イ．北浦及び外浪逆浦 

(ア) 他の船舶の航行及び操業を妨げるように漁具を設置してはならない。 

(イ) 養殖施設又は他者の漁具若しくは陸上の構造物等に管理者又は所有者の断りなく漁具を

設置してはならない。 

⑷ 承認番号の表示 

本漁業の操業に際しては、漁具の端のボンデン又はウキ等に承認番号を表示しなければならない。 

⑸ 承認証の携帯 

本漁業の操業に際しては、当該承認証を携帯しなければならない。 

 

（漁獲実績報告書の提出） 

８ 本漁業の承認を受けた者は、操業終了後速やかに漁獲実績を委員会に報告しなければならない。 

 

（承認の取り消し） 

９ この指示に違反したと認められる場合又は実績報告がない場合若しくは実績報告に虚偽の記載が

認められた場合には、承認の取り消し又は次回以降の承認をしない措置をとることがある。 

 

（指示の有効期間） 

10 この指示の有効期間は、令和８年４月１日から12月 31日までとする。 

 

（取扱の細目） 

11 この指示の定めるもののほか取扱いの細目については、別に定める取扱要領による。 
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う な ぎ 筒 漁 業 委 員 会 指 示 取 扱 要 領（案） 

 

令和７年 月 日付け霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会指示第 号によるうなぎ筒漁業の委員会指示

に基づく承認に関する取扱要領は、次のとおりとする。 

 

（承認の優先順位） 

第１ 承認の優先順位は、次の順序による。 

  ⑴ 申請日時点で霞ケ浦北浦海区において漁業協同組合からうなぎ筒漁業（自由漁業）の承認を

受けている者 

  ⑵ 前号に掲げる者以外の者で、申請日前３年間に霞ケ浦北浦海区において漁業協同組合からう

なぎ筒漁業（自由漁業）の承認を受けていた者 

  ⑶ 前２号に掲げる者以外の者で、所属する漁業協同組合長の推薦を有する者 

  ⑷ 前３号に掲げる者以外の者 

２ 前項の規定により同順位の者がある場合においては、公正な方法でくじを行い、承認をする者

を定める。 

 

（申請書の提出） 

第２ うなぎ筒漁業に係る操業の承認を受けようとする者は、うなぎ筒漁業操業承認申請書（別記様

式第１号）と適格性等に関する誓約書（別記様式第２号）を委員会に提出しなければならない。な

お、その者が漁業協同組合に所属している場合には、当該組合はうなぎ筒漁業操業承認申請書を一

括取りまとめのうえ、うなぎ筒漁業操業承認申請総括表（別記様式第３号）と副申書を添えて委員

会に提出しなければならない。 

  うなぎ筒漁業操業承認申請書の受理期間は、令和８年１月31日までとする。 

 

（承認証の交付） 

第３ 委員会が承認したときは、うなぎ筒漁業操業承認証（別記様式第４号）を申請者に交付する。 

 

（承認証の書換交付） 

第４ うなぎ筒漁業操業承認証の記載事項（氏名を除く）に変更を生じたときは、遅滞なくうなぎ筒

漁業操業承認証書換交付申請書（別記様式第５号）を委員会に提出し、書換交付を受けなければな

らない。 

 

（承認証の再交付） 

第５ うなぎ筒漁業操業承認証を亡失し、又はき損したときは、遅滞なくうなぎ筒漁業操業承認証再

交付申請書（別記様式第６号）を委員会に提出し、再交付を受けなければならない。 

 

（操業区域における霞ヶ浦と北浦及び外浪逆浦の境界） 

第６ 霞ヶ浦は潮来市上戸地先以西、北浦及び外浪逆浦は潮来市潮来地先以東とする。 

 

（帰属する地先漁場） 

第７ 委員会指示第７の⑴の別に定める区域（承認を受けた者が帰属する地先漁場）は、別表で定め
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る区域のいずれかとする。 

 

（承認番号の表示） 

第８ 委員会指示第７の⑷に規定する承認番号の様式は、別記様式第７号とする。 

 

（漁獲実績報告書） 

第９ 委員会指示第８に規定する漁獲実績報告書の様式は、別記様式第８号とする。なお、その者が

漁業協同組合に所属している場合には、当該組合は一括取りまとめのうえ委員会へ翌年の３月 31

日までに提出しなければならない。 
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様式第１号 

 

うなぎ筒漁業操業承認申請書 

 

令和  年  月  日 

 

霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会会長 殿 

 

申請者の住所 

氏名                 

 

委員会指示に基づくうなぎ筒漁業の承認を受けたいので、申請いたします。 

 

記 

 

１ 操業区域 

ア． 水域（いずれかに○をつけること。） 

霞ヶ浦 ／ 北浦及び外浪逆浦 

イ． 帰属する地先漁場（括弧内に自身が帰属する第２種共同漁業権漁場の番号を記載すること。） 

霞北共第（   ）号 

 

２ うなぎ筒漁業（自由漁業）承認の有無（いずれかに○をつけること。） 

有（現在承認を受けている） ／ 無（申請日前過去３年間に承認を受けていた） ／ 無 
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様式第２号 

 

適 格 性 等 に 関 す る 誓 約 書 

 

令和  年  月  日 

 

霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会会長 殿 

 

申請者の住所 

氏名                 

 

私は、うなぎ筒漁業の操業承認申請を行うにあたり、下記の事項について誓約します。 

 

記 

 

１ 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に

規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴

力団員等」という。）ではありません。 

 

２ 私は、暴力団員等がその事業活動を支配する者ではありません。 

 

３ 私は、制限又は条件を遵守し、操業終了後は、遅滞なく漁獲実績報告書を委員会に報告します。 

 

４ 私は、廃業に際しては、自身の漁具を水域に放置せず、責任をもって回収します。 
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様式第３号 

 

 

うなぎ筒漁業操業承認申請総括表 

 

漁業協同組合 

 

整 

理 

番 

号 

申    請    者 

うなぎ筒漁業（自由漁業）

承認の有無 

（○印をつけること） 

現在の 

承認 

申請日前 

過去３年間

の承認 住      所 氏    名 
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様式第４号 

霞北調第○○○号 

う な ぎ 筒 漁 業 操 業 承 認 証 

住 所  

氏 名  

操 業 区 域 霞ヶ浦／北浦及び外浪逆浦 

承認有効期間 令和  年  月  日 から 令和  年  月  日まで 

制限又は条件 

 

令和  年  月  日 

霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会 

会 長   
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様式４号裏面 

 

操業区域（地先漁場） 

 

 

承認番号の表示 

○ウ○○○号 

備考 各文字及び数字（承認番号）は次により明瞭に表示すること。 

１ 文字及び数字の大きさは３センチメートル以上とすること。 

２ ○○○の部分には、承認番号を表示すること。 

 

＜表示例＞ 

 

 

 

 

 

○ウ  １ ２ ３ 号 

区 域 図 面 

３cm 
以上 
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様式第５号 

 

令和  年  月  日 

 

霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会会長 殿 

 

申請者の住所 

氏名                 

 

うなぎ筒漁業操業承認証書換交付申請書 

 

 

交付を受けた承認証（承認番号   ）の記載事項に、下記のとおり変更が生じたので書換交付を

申請いたします。 

 

記 

 

１ 変更内容 

事 項 変 更 前 変 更 後 

   

 

 

２ 書換しようとする理由 
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様式第６号 

 

 

令和  年  月  日 

 

霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会会長 殿 

 

申請者の住所 

氏名                 

 

 

うなぎ筒漁業操業承認証再交付申請書 

 

 

交付を受けた承認証（承認番号   ）を亡失（き損）したので、再交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 承認番号 

 

 

２ 亡失（き損）の理由 
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様式第７号 

承認番号の表示 

○ウ○○○号 

備考 各文字及び数字（承認番号）は次により明瞭に表示すること。 

１ 文字及び数字の大きさは３センチメートル以上とすること。 

２ ○○○の部分には、承認番号を表示すること。 

 

＜表示例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ウ  １ ２ ３ 号 
３cm 
以上 
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様式第８号 

 

令和  年  月  日 

 

霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会会長 殿 

 

申請者の住所 

氏名                 

 

 

うなぎ筒漁業漁獲実績報告書 

 

操  業  状  況 

 

うなぎ筒の総設置束数：    束（１束あたり   本） 

 

水 揚 日 
水揚げした筒の数量 

（束 数） 
う な ぎ 尾 数 う な ぎ 重 量 備 考 

 

月 日 

 

束 

 

尾 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

４月～ 

１２月計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 霞ケ浦北浦海区における操業について、４月分から１２月分までの日別に集計した合計数を記載

すること。 

  販売したもの以外（自家消費等）についても記載すること。 
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別表 

区域（地先漁場） 

霞北共第１号及び第２号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第３号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第４号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第５号及び第６号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第７号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第８号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第９号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第10号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第11号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第12号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第13号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第14号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第15号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第16号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第17号 第２種共同漁業権漁場 

霞北共第18号 第２種共同漁業権漁場 

 

 



（参考１） 
霞北調第１２３号 

う な ぎ 筒 漁 業 操 業 承 認 証 

住 所 ○○市○○ ○○－○○－○○ 

氏 名 ○○ ○○ 

操 業 区 域 霞ヶ浦 

承認有効期間 令和８年４月１日 から 令和８年１２月３１日まで 

制限又は条件 

(１) 霞北共第１号及び第２号を除く第２種共同漁業権漁場で操業してはならな

い。ただし、第２種共同漁業権を有する漁業協同組合の了解が得られている

場合はこの限りでない。 

(２) 使用するうなぎ筒の数量については、1,300束以内（１束で用いるうなぎ筒の

本数は３本以内）とする。 

(３) 他の船舶の航行及び操業を妨げるように漁具を設置してはならない。 

(４) 養殖施設の周囲 50 メートル以内又は他者の漁具若しくは陸上の構造物等に

管理者又は所有者の断りなく漁具を設置してはならない。 

(５) 本漁業の操業に際しては、漁具の端のボンデン又はウキ等に裏面のとおり承

認番号を表示しなければならない。 

(６) 本漁業の操業に際しては、本承認証を携帯しなければならない。 

令和８年○月○日 

霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会 

会 長  鈴 木 幸 雄 



 

操業区域（地先漁場） 

 

 

 

 

承認番号の表示 

○ウ○○○号 

備考 各文字及び数字（承認番号）は次により明瞭に表示すること。 

１ 文字及び数字の大きさは３センチメートル以上とすること。 

２ ○○○の部分には、承認番号を表示すること。 

 

＜表示例＞ 

 

 

 

 

○ウ  １ ２ ３ 号 
３cm 
以上 



（参考２） 
霞北調第１２３号 

う な ぎ 筒 漁 業 操 業 承 認 証 

住 所 ○○市○○ ○○－○○－○○ 

氏 名 ○○ ○○ 

操 業 区 域 北浦及び外浪逆浦 

承認有効期間 令和８年４月１日 から 令和８年１２月３１日まで 

制限又は条件 

(１) 霞北共第１４号を除く第２種共同漁業権漁場で操業してはならない。 

(２) 使用するうなぎ筒の数量については、500束以内（１束で用いるうなぎ筒の本

数は３本以内）とする。 

(３) 他の船舶の航行及び操業を妨げるように漁具を設置してはならない。 

(４) 養殖施設又は他者の漁具若しくは陸上の構造物等に管理者又は所有者の断り

なく漁具を設置してはならない。 

(５) 本漁業の操業に際しては、漁具の端のボンデン又はウキ等に裏面のとおり承

認番号を表示しなければならない。 

(６) 本漁業の操業に際しては、本承認証を携帯しなければならない。 

令和８年○月○日 

霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会 

会 長  鈴 木 幸 雄 



 

操業区域（地先漁場） 

 

 

 

 

承認番号の表示 

○ウ○○○号 

備考 各文字及び数字（承認番号）は次により明瞭に表示すること。 

１ 文字及び数字の大きさは３センチメートル以上とすること。 

２ ○○○の部分には、承認番号を表示すること。 

 

＜表示例＞ 

 

 

 

 

○ウ  １ ２ ３ 号 
３cm 
以上 



第 16 期茨城県海面利用協議会初会議及び 

霞ケ浦北浦海区部会の結果について 
 

 霞ケ浦北浦水産事務所 漁業調整課 

 

 海面利用協議会は、平成６年度より海面における漁業と遊漁等の海洋性レクリエーショ

ンとの紛争の予防及び調整・解決を促進し、海面の円滑な利用を図るため設置された。  

 現在、第 16 期にあたり、これまで計 45 回開催された。 
 

第 16 期茨城県海面利用協議会初会議 

１．開催日時及び開催場所 

令和７年 11 月 14 日（金）午後３時から 茨城県三の丸庁舎 共用会議室Ａ 

２．出 席 者 

28 名（茨城海区部会委員７名、霞ケ浦北浦海区部会委員７名、他 14 名） 

３．結  果 

（１）委嘱状の交付 

（２）会長・副会長の選出 

   ・委員の互選により会長には大森委員（茨城海区部会）が選出された。 

・副会長には中村委員（霞ケ浦北浦海区部会）が会長から指名された。 

（３）議題 

   ・部会の議決事項の取扱いについて 

   ・その他 
 

第 16 期茨城県海面利用協議会 霞ケ浦北浦海区部会 

１．開催日時及び開催場所 

令和７年 11 月 14 日（金）午後３時 45 分から 茨城県三の丸庁舎 共用会議室Ｂ 

２．出 席 者 

13 名（委員７名、水産事務所３名、水産試験場内水面支場１名、霞北海区委員会 

事務局２名） 

３．結  果 

（１）部会長及び部会長代理の選出 

   ・委員の互選により部会長には中村委員が選出された。 

   ・部会長代理には清水委員が部会長から指名された。 

（２）議題 

次の事項について協議等を行った。その結果、委員からはバスボート等による漁具

被害への対応等について意見があり、今後、今回の協議内容を踏まえて、釣りルール

講習会を開催することとなった。 

・霞ヶ浦北浦の湖面利用における課題と取組状況について 

・霞ヶ浦北浦の漁具被害の状況と今後の対応について 

     ・霞ヶ浦北浦における遊漁実態調査結果について 

    ・霞ヶ浦北浦における資源動向について 

   ・その他（茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則の一部改正についての報告） 
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付託
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漁
業
調
整
規
則

（
漁
業
法
　
第
百
十
九
条
・
水
産
資
源
保
護
法
　
第
四
条

）

委
　
員
　
会
　
指
　
示

（
漁
業
法
　
第
百
二
十
条

）

諮問・答申 建議

茨　城　県

霞ケ浦北浦部会

付託

茨城海区部会

その他遊漁に関する事項

関　係　機　関

諮　問　・　答　申 意　見　具　申

茨城県海面利用協議会の機能と関係機関の体系図

海区漁業調整委員会

茨城県海面利用協議会

漁業と遊漁に関する事項 漁業と遊漁に関する事項

連 絡・調 整

漁業と海洋性レ
ジャーとの海面利
用に関する事項
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茨城県海面利用協議会設置要領 

 

（目的） 

第１ 海面における漁業と遊漁、ヨット、モーターボート、スキューバダイビング等の海

洋性レクリエーションとの紛争の予防及び調整・解決を促進し、海面の円滑な利用を図

るため、茨城県海面利用協議会（以下、「協議会」という。）を設置する。 

 

（職務） 

第２ 協議会の職務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 漁業と海洋性レクリエーションとの海面の利用に関する事項について調査、検討を

行うこと。 

 ⑵ 海区漁業調整委員会の諮問に応じて、海面における漁業と遊漁との調整に関する事

項について調査、検討を行うこと。 

 ⑶ 前号に定める事項のほか、海面における漁業と遊漁との調整に関する事項その他海

面における遊漁に関する事項について、海区漁業調整委員会に意見を述べること。 

 

（組織） 

第３ 協議会は委員 14 人をもって組織する。 

２ 協議会の委員は、次の各号に定めるところにより茨城県知事が依頼する。 

 ⑴ 茨城県内に住所を有する漁業協同組合員（以下、「漁業関係委員」という。） 

                                  ４人 

 ⑵ 原則として茨城県内に住所を有する遊漁関係者（以下、「遊漁関係委員」という。） 

                                  ４人 

 ⑶ 原則として茨城県内に住所を有する海洋性レクリエーション関係者であって上記以

外の者（以下、「海洋性レク関係委員」という。）          ２人 

 ⑷ 学識経験を有する者（以下、「学識経験委員」という。）      ４人 

３ 協議会に会長及び副会長をおく。会長及び副会長は委員の中から互選する。 

 

（委員の任期） 

第４ 委員の任期は、２年とする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、その任期が終了しても、後任の委員が就任するまでの間、なおその職務を行

う。 

 

（協議会の会議） 

第５ 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の依頼後最初に開かれる会議は、農林水

産部長が招集する。 

２ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

３ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 
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５ 協議会の会議の傍聴は、原則としてこれを妨げない。 

６ 会長は、議事録を作成し、これを縦覧に供しなければならない。 

７ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代行する。 

 

（部会） 

第６ 協議会に茨城海区部会及び霞ケ浦北浦海区部会をおく。 

２ 部会の構成は、次のとおりとする。 

茨 城 海 区 部 会 霞 ケ 浦 北 浦 海 区 部 会 

 漁業関係委員     ２人 

 遊漁関係委員     ２人 

 海洋性レク関係委員  １人 

 学識経験委員        ２人 

 漁業関係委員          ２人 

 遊漁関係委員          ２人 

  海洋性レク関係委員  １人 

  学識経験委員          ２人 

 

３ 部会に部会長をおき、部会に属する委員が互選により定める。 

 

（部会の会議） 

第７ 部会の会議は、部会長が招集する。ただし、委員の依頼後最初に開かれる会議は、

農林水産部長が招集する。 

２ 部会長は、部会の会議の議長となる。 

３ 部会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 部会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、部会長の

決するところによる。 

５ 部会の会議の傍聴は、原則としてこれを妨げない。 

６ 部会長は、議事録を作成し、これを縦覧に供しなければならない。 

７ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指定した委

員が部会長の職務を代行する。 

 

（庶務） 

第８ 協議会の庶務は、海区漁業調整委員会事務局が行う。 

 

（雑則） 

第９ この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める

ものとする。 

 

  付  則 

１ この要領は、平成６年 10 月１日から施行する。 

２ この要領の施行により、初めて依頼された委員の任期は第４第１項の規定にかかわら

ず、初めて委員に依頼された日から平成８年３月 31 日までとする。 

 

  付  則 

この要領は、平成 20 年 11 月 19 日から施行する。 
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任期（令和７年10月１日～令和９年９月30日）

区　　分 氏　　　　名 現　　　　　職 新任・留任

遊漁関係 荒井
あらい

　淳一
じゅんいち 茨城県釣り団体協議会会員

　釣りインストラクター
新任

学識経験 大森
おおもり

　明
あきら 元（公財）茨城県栽培漁業協会

　事務局長
留任

遊漁関係 小野
おの

　馨
かおる 茨城県遊漁船協議会

　会長
留任

漁業関係 髙橋
たかはし

　一夫
かずお 大洗町漁業協同組合

　理事
留任

海洋性レク関係 中川
なかがわ

　一浩
かずひろ （株）ユニマットプレシャス

　大洗マリーナ支配人
留任

漁業関係 星野
ほしの

　幹男
みきお 久慈町漁業協同組合

　副組合長理事
留任

学識経験 安
やす

　祐
よし

朗
あき ひたちなか市経済環境部水産課

　課長
新任

遊漁関係 赤津
あかつ

　友
とも

海
み 茨城県釣り団体協議会理事

　釣りインストラクター
留任

漁業関係 伊藤
いとう

　一郎
いちろう 霞ヶ浦漁業協同組合

　副組合長理事
新任

学識経験 清水
しみず

　康
やすし 行方市経済部農林水産課

　課長
留任

漁業関係 菅谷
すがや

　美
よし

尚
なお きたうら広域漁業協同組合

　理事
留任

海洋性レク関係 髙野
たかの

　利夫
としお （株）ラクスマリーナ

　専務取締役
留任

学識経験 中村
なかむら

　丈夫
たけお （公財）茨城県栽培漁業協会

　専務理事
新任

遊漁関係 三村
みむら

　陽子
ようこ （有）ワールドバスソサエティー

　　トーナメント事務局　事務局長
留任

第16期　茨城県海面利用協議会委員　委員名簿

霞
ケ
浦
北
浦
海
区
部
会

茨
城
海
区
部
会

4



全国海区漁業調整委員会連合会第 60回東日本ブロック会議 次第 

 

令和７年 10月 20日（月）午後２時 30分から 

三重県津市羽所町 700 

ホテルグリーンパーク津 ６階 葵・橘・藤・萩 

 

１ 開 会 

 

 

２ 挨 拶 

（１）三重海区漁業調整委員会    会  長  矢 田 和 夫 

（２）全国海区漁業調整委員会連合会 副 会 長  松 本 光 明 

（３）来賓あいさつ 

水産庁資源管理部管理調整課  課長補佐  土 方 教 義 

三重県農林水産部       部  長  枡 屋 典 子 

 

 

３ 議長選出 

 

 

４ 議事録署名人選出 

 

 

５ 報告事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１ 

  令和７年度総会決議事項の要望活動結果について 

 

 

６ 議 事  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 

【第１号議案】 

  令和８年度総会に向けた要望事項について 

 

 【第２号議案】 

  次年度開催海区について 

 

【その他】 

 ブロック内照会事項について 

 

 

７ 講 演  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

   題 目 海区漁業調整委員会の権限と役割 

講 師 水産庁資源管理部管理調整課 課長補佐  土 方 教 義 

 

 

８ 閉 会 

テキストボックス
　 資料４




資 料 ２ 

議  事 

 

【第１号議案】 

令和８年度総会に向けた要望事項について  

Ⅰ 海区漁業調整委員会制度について・・・・・・・2 頁 

Ⅱ 沿岸漁業の秩序維持について・・・・・・・・・3 頁 

Ⅲ 太平洋クロマグロの資源管理について・・・・・4 頁 

Ⅳ 沿岸資源の適正な利用について・・・・・・・ 18 頁 

Ⅴ 漁業法改正後の制度運用について・・・・・・ 41 頁 

Ⅵ 外国漁船問題等について・・・・・・・・・・ 43 頁 

Ⅶ 海洋性レジャーとの調整等について・・・・・ 48 頁 

 

【第２号議案】 

次年度開催海区について・・・・・・・・・・・・ 57 頁 

 

【そ の 他】 

ブロック内照会事項について・・・・・・・・・・ 59 頁 

 



Ⅶ 海洋性レジャーとの調整等について 

 

（１）北海道連合海区（継続：経緯・内容変更） 

令和 8 年度要望 参考（令和 7 年度要望） 

 
 

遊漁と漁業の調整等について 

 
 
遊漁と漁業の調整等について 

 

 

道内のさけ・ます資源は漁業者の努力や負

担により造成されており、これらの資源の持

続的な利用を図るため、漁業者は操業期間の

調整や自主的な規制により再生産親魚の確

保に取り組んできた。 

特にカラフトマスについては、近年、来遊

が極度の不振となっており、漁業者は網を揚

げるなどの自主規制を行い、親魚の河川遡上

促進を図っているところである。 

その一方で、さけ・ます来遊シーズンにな

ると多くの遊漁者が海岸や沖合において、ほ

とんど制限を受けずに相当数のさけ・ますを

釣獲しており、漁業者による自主規制の効果

への影響も懸念されている。 

 

 

さけ・ます以外の魚種に関しても、漁業者

は様々な資源管理措置や資源造成を実施し、

持続的な利用を図ってきたところである。 

さらに国では今後、多くの魚種に対してＴ

ＡＣ制度による漁獲量管理を行うこととし

ているが、同じ資源を利用している遊漁者に

対して、漁業者と同様の実効性のある資源管

理が実施されるのか不透明な状態である。 

釣り人のマナーも悪化しており、海岸域等

で遊漁者が殺到して場所取りや違法駐車、釣

   

 

本道は、わが国最大のさけ・ます漁業の生

産拠点であり、漁業者負担による人工ふ化放

流事業によって、その資源が支えられている

が、近年は来遊数が全盛期を大きく下回る状

況にあり、資源回復が喫緊の課題となってい

る。 

一方、遊漁者によるさけ・ます釣りは増加

の一途を辿っており、相当数のさけ・ますが

釣獲されていると考えられるが、具体的な数

量の把握には至っていない。 

さけ定置網漁業等は資源保護の観点から、

親魚確保のための網揚げなどの自主規制を

行っているが、遊漁者によるさけ・ます釣り

は、ほとんど制限されておらず、親魚の河川

遡上にも大きな影響を及ぼしているものと

危惧される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、釣り人のマナーも悪化しており、海

岸域等で遊漁者が殺到して場所取りや違法

要望 

要望に至った経緯 

要望 

要望に至った経緯 
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果物やゴミの投棄等のトラブルも発生して

いる。 

 

 

 

 

近年は、ミニボート（ゴムボート等）を使

用する遊漁者が増加しているが、漁船の航行

区域や漁具の近くでの遊漁が散見され、漁具

被害の発生や漁業活動の支障となっている。 

また、ミニボート（ゴムボート等）は免許

が不要なことから、操船者に海上における基

本的なルールや知識が不足し、また、船体の

特性（低安定性や他船舶からの低視認性）を

理解していない者も多く、海難事故も発生し

ている。 

このようなことから、漁業者の間には遊漁

者に対する不公平感、不信感が募っている。 

駐車、釣果物やゴミの投棄等のトラブルも発

生している。 

今後、さけ・ますやTAC魚種など、同じ

資源を利用している遊漁者による資源への

影響を検証し、適確に管理していく必要があ

る。 

また、近年は規制緩和により免許が不要な

ミニボート（ゴムボート等）を使用する遊漁

者が増加しており、海上における基本的なル

ールや航行に関する知識の不足や船体の特

性（低安定性や他船舶からの低視認性）を理

解していない遊漁者が多いことから、漁船の

航行や操業への支障、また、漁具被害などの

問題が生じているほか、毎年、海難事故も発

生している状況にある。 

 

このようなことから、漁業者の間には遊漁

者に対する不信感が募っており、今後大きな

トラブルになることが懸念される。 

 

 

１ 海岸域等の遊漁者のほか、プレジャーボ

ート、遊漁船を利用する遊漁者などに対し

て、さけ・ますなどを始めとする漁業者の

主要な漁獲対象である魚種については、法

整備等により釣獲実績報告を義務化させ

るなど、資源利用の実態を把握するととも

に、資源管理措置を推進するため禁止措置

を含めた実効ある法制度を創設すること。 

２ 遊漁者による釣果物やゴミの投棄等に

対する罰則の強化やガイドラインの策定

などの環境保全対策を講じるとともに、漁

業者・地元住民とのトラブルを防止するた

めの枠組を構築すること。 

３ ミニボート（ゴムボート等）については、

操船者が海上における基本的なルールや

        

 

１ 海岸域等の遊漁者のほか、プレジャーボ

ート、遊漁船を利用する遊漁者などに対し

て、さけ・ますなどを始めとする漁業者の

主要な漁獲対象である魚種については、釣

獲実績報告を義務化させるなど、資源利用

の実態を把握し、適確に管理する制度を創

設すること。 

 

２ 遊漁者による釣果物やゴミの投棄等に

対する罰則の強化やガイドラインの策定

などの環境保全対策を講じるとともに、漁

業者・地元住民とのトラブルを防止するた

めの枠組を構築すること。 

３ 利用者が増加傾向にあるミニボート（ゴ

ムボート等）については、定期的な安全講

要望内容 要望内容 
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知識が不足しているほか、船体の特性を理

解していない方が多いことから、漁具被害

や海難事故が発生しているため、これらを

未然防止するには船舶免許や船舶検査を

義務化するとともに、年齢制限や夜間航行

の禁止、波浪の影響を強く受ける海域等で

は航行を制限するほか、操船者の定期的な

安全講習受講や衝突防止のためのレーダ

ー反射板等安全装置の設置を義務化する

など実効性のある対策を実施すること。 

習の義務化や航行区域の制限をはじめと

する安全航行のための制度創設、衝突防止

のための反射板等装置の設置を義務化す

るなど実効性のある対策を実施すること。 

 

（２）福島海区（継続：経緯変更） 

令和 8 年度要望 参考（令和 7 年度要望） 

 

遊漁者の組織化と遊漁における資源管理

について 

 

遊漁者の組織化と遊漁における資源管理

について 

 
 
本県の漁業者は、厳しい漁業規制や資源管

理に基づき操業を行っており、さらに自主的

なサイズ規制や数量規制、人工礁等の保護区

設定等を行い、資源の持続的利用に取り組ん

でいる。 

一方、遊漁船やプレジャーボート等の遊漁

者については、自由に採捕しているのが現状

で、また近年は SNS などの情報の発達した

こともあり、県域を越えての遊漁船や遊漁者

も多く、地元漁業者からの反発の声が高まっ

ておりトラブルに発展することが危惧され

ている。 

それら遊漁船やプレジャーボート等の遊

漁者はほとんどが組織化されておらず、漁業

者が取り組んでいる資源管理等について協

力要請するにも周知が困難な状況にある。 

本要望については、多くの都道府県が抱え

ている課題であり、また、解決には時間を要

することが想定されることから、継続要望と

 
 
本県の漁業者は、厳しい漁業規制や資源管

理に基づき操業を行っており、さらに自主的

なサイズ規制や数量規制、人工礁等の保護区

設定等を行い、資源の持続的利用に取り組ん

でいる。 

一方、遊漁船やプレジャーボート等の遊漁

者については、自由に採捕しているのが現状

であり、漁業者が取り組んでいる資源管理等

について協力要請するにも、ほとんどが組織

化されておらず、周知する方法に苦慮してい

る。 

また、近年は、SNS などの情報が発達し

たこともあり、県域を越えての遊漁船や遊漁

者も多く、地元漁業者からの反発の声が高ま

っており、トラブルに発展することが危惧さ

れている。 

本要望については、多くの都道府県が抱え

ている課題であり、また、解決には時間を要

することが想定されることから、継続要望と

要望 

要望に至った経緯 

要望 

要望に至った経緯 
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したい。 したい。 

 
 
遊漁船やプレジャーボート、遊漁者の組織

化を国が中心となり進めていただきたい。ま

た、都道府県を超えて活動する遊漁の特性を

踏まえ、遊漁に関する全国的な資源管理のル

ール導入をお願いしたい（資源状況に応じた

持ち帰り可能なサイズ、数量等の制限）。 

 
 
遊漁船やプレジャーボート、遊漁者の組織

化を国が中心となり進めていただきたい。ま

た、都道府県を超えて活動する遊漁の特性を

踏まえ、遊漁に関する全国的な資源管理のル

ール導入をお願いしたい（資源状況に応じた

持ち帰り可能なサイズ、数量等の制限）。 

 

（３）茨城海区（継続：同文） 

令和 8 年度要望 参考（令和 7 年度要望） 

 

ミニボート等による危険行為の防止 

 

ミニボート等による危険行為の防止 

 
 
ミニボートやゴムボートによる遊漁者が

増えており、その中には操業中の漁船に近づ

き、釣りをしている者がいる。一人でオール

を漕いで航行している者もおり、漁業者が危

険を察知し注意しても、機動性に劣り、回避

行動に手間取ることから、操業の支障となる

とともに、事故の発生が懸念されている。 

また、ミニボート等は漁船からの視認性が

低いため、至近距離まで気付かないことも多

く、入出港時に接触する危険性も高い。 

 
 
ミニボートやゴムボートによる遊漁者が

増えており、その中には操業中の漁船に近づ

き、釣りをしている者がいる。一人でオール

を漕いで航行している者もおり、漁業者が危

険を察知し注意しても、機動性に劣り、回避

行動に手間取ることから、操業の支障となる

とともに、事故の発生が懸念されている。 

また、ミニボート等は漁船からの視認性が

低いため、至近距離まで気付かないことも多

く、入出港時に接触する危険性も高い。 

 
 
ミニボート等を航行する際は、機動性・視

認性が低いミニボートの特性を十分理解し、

漁船等他の船舶に近づかない、入出港は漁船

の入出港時間帯を避けるなどの安全対策を

講じるよう、遊漁者団体やボート製造・販売

業界等へ指導すること。 

 
 
ミニボート等を航行する際は、機動性・視

認性が低いミニボートの特性を十分理解し、

漁船等他の船舶に近づかない、入出港は漁船

の入出港時間帯を避けるなどの安全対策を

講じるよう、遊漁者団体やボート製造・販売

業界等へ指導すること。 

要望内容 要望内容 

要望 

要望に至った経緯 

要望内容 

要望 

要望に至った経緯 
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また、ミニボート利用者に対しては、海上

保安庁等指導機関が、利用が多い時期に直接

現場で注意喚起を行う等、事故防止のための

指導を強化すること。 

また、ミニボート利用者に対しては、海上

保安庁等指導機関が、利用が多い時期に直接

現場で注意喚起を行う等、事故防止のための

指導を強化すること。 

 

（４）神奈川海区（継続：要望・経緯・内容変更） 

令和 8 年度要望 参考（令和 7 年度要望） 

 
 
ミニボート（ＳＵＰやカヌーを含む）によ

る危険行為の防止について 

 
 
ミニボートによる危険行為の防止について 

 

 

 

 

 

 

 

ミニボートは、船舶検査も小型船舶操縦免

許も不要で航行区域の制限もなく、船舶の操

縦や安全性についての講習の受講機会も少

ないということもあり、転覆や機関故障など

の事故が多発している。 

また、ミニボートはその構造上、漁船から

見えにくくレーダーにも映りにくいため、漁

船との衝突事故の危険性を抱えるとともに、

定置網、養殖用イケス、ブイへの接近・破損

など漁業操業にあたっての妨害要因ともな

ることも懸念される。 

国においても、民間団体と連携しつつ、利

用者への啓発活動や、必要な知識や装備、技

術等を総合安全情報サイト(ウォーターセー

フティガイド)を通じて発信しているが、ミ

ニボートの事故は増加の一途をたどってい

ることから、海面における事故防止及び人命

 

 

海上保安庁によると、近年、船舶の海難事

故隻数は減少傾向にあるが、ミニボートは令

和５年も増加している。 

（令和５年：ミニボートの事故 107 隻、前

年度比＋１隻） 

ミニボートは、船舶検査も小型船舶操縦免

許も不要で航行区域の制限もなく、船舶の操

縦や安全性についての講習の受講機会も少

ないということもあり、転覆や機関故障など

の事故が多発している。 

また、ミニボートはその構造上、漁船から

見えにくくレーダーにも映りにくいため、漁

船との衝突事故の危険性を抱えるとともに、

定置網、養殖用イケス、ブイへの接近・破損

など漁業操業にあたっての妨害要因ともな

ることも懸念される。 

国においても、民間団体と連携しつつ、利

用者への啓発活動や、必要な知識や装備、技

術等を総合安全情報サイト(ウォーターセー

フティガイド)を通じて発信しているが、ミ

ニボートの事故は増加の一途をたどってい

ることから、海面における事故防止及び人命

要望 

要望に至った経緯 

要望 

要望に至った経緯 

2-52



の安全確保、さらに漁業操業妨害行為防止の

ためには、情報提供・普及啓発だけでは不十

分で、規制強化も含めた効果的な対策を講ず

る必要がある。 

の安全確保、さらに漁業操業妨害行為防止の

ためには、情報提供・普及啓発だけでは不十

分で、規制強化も含めた効果的な対策を講ず

る必要がある。 

 

 

１ ミニボートの購買者等に対する船舶の

操縦や安全性についての講習受講を、イン

ターネット購買者も含めた販売条件とす

るとともに、安全情報の提供や事故時の対

応を円滑に行うため、購買者の氏名・連絡

先情報を整備するよう、ボート製造・販売

業界を強く指導すること。 

また、安全な航行や漁船との衝突事故防

止のため、目印となる旗やレーダー反射板

の掲示、ポールを立てる装置の設置につい

ては、業界への指導や購買者等への普及啓

発の強化だけではなく、可能な限り設置の

義務化を検討すること。 

２ 海面における航行区域（距離）の制限、

夜間航行の制限、年齢制限、安全装置の義

務化など、ミニボートの安全を確保するた

めの制度改正に取り組むこと。特に、海難

事故に伴うボートの漂流などがあった場

合、利用者が不明のため、救難活動等に支

障を及ぼす恐れもあることから、海難事故

防止だけでなく、円滑な救難活動のために

も、ミニボートの登録制度や船舶検査制度

の導入など、実効性のある対策を積極的に

講じること。 

３ 海難事故等に伴い漁船が救難活動を行

なった場合や漁具等を破損された場合な

どに、漁業者に費用や損害を確実に補てん

するため、ミニボートのプレジャーボート

責任保険への加入を義務づけること。 

 

 

１ ミニボートの購買者等に対する船舶の

操縦や安全性についての講習受講を、イン

ターネット購買者も含めた販売条件とす

るとともに、安全情報の提供や事故時の対

応を円滑に行うため、購買者の氏名・連絡

先情報を整備するよう、ボート製造・販売

業界を強く指導すること。 

また、安全な航行や漁船との衝突事故防

止のため、目印となる旗やレーダー反射板

の掲示、ポールを立てる装置の設置につい

ては、業界への指導や購買者等への普及啓

発の強化だけではなく、可能なものについ

ては設置の義務化の検討を行うこと。 

２ 海面における航行区域（距離）の制限、

夜間航行の制限、年齢制限、安全装置の義

務化など、ミニボートの安全を確保するた

めの制度改正に取り組むこと。特に、海難

事故に伴うボートの漂流などがあった場

合、利用者が不明のため、救難活動等に支

障を及ぼす恐れもあることから、海難事故

防止だけでなく、円滑な救難活動のために

も、ミニボートの登録制度や船舶検査制度

の導入など、実効性のある対策を講じるこ

と。 

３ 海難事故等に伴い漁船が救難活動を行

なった場合や漁具等を破損された場合な

どに、漁業者に費用や損害を確実に補てん

するため、ミニボートのプレジャーボート

責任保険への加入を義務づけること。 

 

要望内容 要望内容 
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（５）静岡海区（継続：同文） 

令和 8 年度要望 参考（令和 7 年度要望） 

 
 
遊漁者の組織化と遊漁における資源管理

について 

 

 

遊漁者の組織化と遊漁における資源管理

について 

 

 

国は水産基本計画で「海業」の振興を謳

っており、沿岸地域の活性化や水産業への

理解促進することを目指している。同時に、

そういった地域に観光客や釣り客が押し寄

せた場合、海辺の利用に関するマナーが懸

念されるところであり、海業推進とともに

情報の広い周知に取り組む必要がある。 

 

 

国は水産基本計画で「海業」の振興を謳

っており、沿岸地域の活性化や水産業への

理解促進することを目指している。同時に、

そういった地域に観光客や釣り客が押し寄

せた場合、海辺の利用に関するマナーが懸

念されるところであり、海業推進とともに

情報の広い周知に取り組む必要がある。 

 

 

現在、「浜の活力再生・成長促進交付金事

業」において密漁防止看板の作成等に関す

る支援を活用し、遊漁ルールの周知に努め

ているところである。周知対象を拡大しよ

うと看板の表示を外国語併記としている地

区もあり、一定の効果が得られている。 

しかし、全ての海岸に看板を設置するこ

とは難しいため、より手軽に、情報を発信

出来る仕組み作りとして、その場でスマホ

をかざせば海辺の利用に関するマナー（遊

漁ルール、駐車場、ごみ集積所等）につい

ての案内が出るようなアプリ開発と普及

を、国が中心となって実施していただける

よう要望する。 

 

 

現在、「浜の活力再生・成長促進交付金事

業」において密漁防止看板の作成等に関す

る支援を活用し、遊漁ルールの周知に努め

ているところである。周知対象を拡大しよ

うと看板の表示を外国語併記としている地

区もあり、一定の効果が得られている。 

しかし、全ての海岸に看板を設置するこ

とは難しいため、より手軽に、情報を発信

出来る仕組み作りとして、その場でスマホ

をかざせば海辺の利用に関するマナー（遊

漁ルール、駐車場、ごみ集積所等）につい

ての案内が出るようなアプリ開発と普及

を、国が中心となって実施していただける

よう要望する。 

 

要望 

要望に至った経緯 

要望内容 

要望 

要望に至った経緯 

要望内容 
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（６）静岡海区（継続：経緯・内容変更） 

令和 8 年度要望 参考（令和 7 年度要望） 

 

プレジャーボート（マイボート）に資源管

理を行わせる体制の整備及び規制 

 

プレジャーボート（マイボート）に資源管

理を行わせる体制の整備及び規制 

 
 
資源減少により、漁業者が資源管理に取組

んでいる中、遊漁船業者やプレジャーボート

（マイボート）による遊漁者は、県を跨いで

操業し、自県及び他県の沿岸漁場の資源管理

の取組みや協定を無視し、禁漁日に操業する

など、資源管理及び沿岸漁場の秩序維持にお

いて大きな問題となっている。特に、都道府

県により行政処分が行える遊漁船業者とは

異なり、プレジャーボートについては現場で

の指導に留まってしまっている。県を跨ぐ広

域的な問題であることから、国が主体となっ

て対応する必要がある。 

 
 
資源減少により、漁業者が資源管理に取組

んでいる中、遊漁船業者やプレジャーボート

（マイボート）による遊漁者は、県を跨いで

操業し、自県及び他県の沿岸漁場の資源管理

の取組みや協定を無視し、禁漁日に操業する

など、資源管理及び沿岸漁場の秩序維持にお

いて大きな問題となっている。特に、都道府

県により行政処分が行える遊漁船業者とは

異なり、プレジャーボートについては現場で

の指導に留まってしまっている。県を跨ぐ広

域的な問題であることから、国が主体となっ

て対応する必要があると考えます。 

 

 
 
国が主体となって、遊漁者、特にプレジャ

ーボート（マイボート）に対して、資源管理

を行わせる体制の整備、及び規制をしていた

だけるよう要望する。 

 
 
国が主体となって、遊漁者、特にプレジャ

ーボート（マイボート）に対して、資源管理

を行わせる体制の整備、及び規制をしていた

だけるよう要望します。 

 

（７）静岡海区（一部新規：経緯・内容変更） 

令和 8 年度要望 参考（令和 7 年度要望） 

 

ミニボートによる危険行為の防止（安全航

行のための制度改正） 

 

ミニボートによる危険行為の防止（安全航

行のための制度改正） 

 
 
ミニボート等による事故は増加傾向にあ

ることから、海面における事故防止及び人命

 
 
ミニボートの事故は増加の一途をたどっ

ていることから、海面における事故防止及び

要望 

要望に至った経緯 

要望内容 

要望 

要望に至った経緯 

要望内容 

要望 

要望に至った経緯 

要望 

要望に至った経緯 
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の安全確保、更に漁業操業妨害行為防止のた

めには、情報提供・普及啓発だけでは不十分

で、規制強化も含めた効果的な対策を講ずる

必要がある。 

人命の安全確保、更に漁業操業妨害行為防止

のためには、情報提供・普及啓発だけでは不

十分で、規制強化も含めた効果的な対策を講

ずる必要がある。 

 
 
１ 海面利用者相互の安全を確保するため、

ミニボートの海面における夜間航行の禁

止、航行区域（距離）の制限、年齢制限、

安全装置の義務化等の制度改正に取組む

とともに安全航行や漁船との衝突事故防

止のため目印となる旗やレーダー反射板

を掲げることやポールを立てる装置等の

設置を義務化すること。 

２ プレジャーボートや水上バイク等に対

する新たな規制制度の整備。 

３ 安全対策上の制度創設に当たっては、国

土交通省、水産庁等関係機関が今後とも、

より一層協力しながら行うこと。 

 
 
１ 海面利用者相互の安全を確保するため、

海面における夜間航行の禁止、航行区域

（距離）の制限、年齢制限、安全装置の義

務化等の制度改正に取組むとともに安全

航行や漁船との衝突事故防止のため目印

となる旗やレーダー反射板を掲げること

やポールを立てる装置等の設置を義務化

すること。 

 

 

２ 安全対策上の制度創設に当たっては、国

土交通省、水産庁等関係機関が今後とも、

より一層協力しながら行うこと。 

 

要望内容 要望内容 
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寄生率 平均魚全長

（％） （cm）

7月2日 50 0 0 4.4 湖心

11月6日 50 0 0 5.8 木原

寄生率 平均魚全長

（％） （cm）

6月27日 50 0 0 4.2 白浜

11月6日 50 0 0 6.2 釜谷

搬入月日
(漁獲月日)

検体数 寄生検体数 漁獲場所

令和７年度 霞ヶ浦北浦産シラウオの寄生虫検査結果

水産試験場水産物利用加工部

北　浦

搬入月日
(漁獲月日)

検体数 寄生検体数 漁獲場所

霞ヶ浦

テキストボックス
　 資料５




検体数 採取日 Cs合計値 検体数 採取日 Cs合計値

西浦 1 7/2 6.7 2 7/3，7/31 13，18

北浦 1 7/1 9.5 － － －

西浦 1 7/2 N.D 1 N.D N.D

北浦 － － －

西浦 1 7/2 N.D 1 7/3 N.D

北浦 1 6/27 N.D 1 6/26 3.2

西浦 2 9/16 N.D 1 9/11 4.0

北浦 2 10/9 N.D － － －

アメリカナマズ 西浦 1 3/26 N.D

西浦 1 3/26 N.D

北浦 1 3/23 N.D

注）　 N.D ：

　　　北浦： 外浪逆浦を含む

水産物の放射性物質検査の結果について

（R7.11.21現在 ）

品目名
採取
水域

令和7年度検査結果
（採取日，Bq/kg）

令和6年度検査結果
（Bq/kg）

霞ケ浦北浦水産事務所

養
　
殖 コイ

検出限界値未満

天
 
 
 
 
然

アメリカナマズ

ワカサギ

シラウオ

テナガエビ

テキストボックス
　 資料６



